
「総合事業介護予防ケアマネジメント」事業者説明会(H29.1.19）に関するQ＆A　【鯖江市】

№ 分類 項目 質問 回答 マニュアル 発出日

1 全般 チェックリスト チェックリストのどの項目で該当と決定するのか。
健康チェックリスト（様式1）のno1～25の項目について、事業
対象者に該当する基準のいずれかに該当した場合に、事業
対象者となります。

P5 3月7日

2 申請手続き 認定調査
認定期間が切れ、総合事業に移行した後、介護保
険の申請をした場合、新規申請として市役所から
の認定調査を受けるのか。

このような場合には、介護保険の申請は、新規申請扱いとな
るため、市役所の認定調査員による調査になります。

3月7日

3 ケアマネジメント サービス単位
週１回、２回の利用回数で費用単価を決めるの
か。

利用頻度に応じての費用設定です。利用頻度については、新
たに「鯖江市訪問型サービス及び通所型サービスの利用回数
に関する考え方の基準」を設けたので、適切な介護予防ケア
マネジメントの参考にして下さい。

3月7日

4 ケアマネジメント サービス単位
認定を受けて要支援判定の場合、例えば要支援2
で週１回利用なら要支援１相当の月単位を払って
の利用ができるのか。

訪問型予防給付相当サービスでは、要支援認定の結果にか
かわらず、利用回数によって単価設定をしています。ただし、
週2回超は、事業対象者と要支援2に限られます。
また、通所型予防給付相当サービスでは、週1回は事業対象
者・要支援1の人、週2回は事業対象者・要支援2の人しか利
用できません。

3月7日

5 ケアマネジメント サービス
通所型予防給付相当とＡ型が併用可能なら、週３
回の利用が可能ということか。

事業対象者・要支援2は、通所型予防給付相当サービスで
は、週2回程度の利用が可能であり、通所型基準緩和サービ
ス（Ａ型）との併用の場合は、支給限度額の範囲内であれば
週3回利用することが可能です。ただし、サービス利用目的を
明確にしたケアプランが必要となります。

3月7日

6 ケアマネジメント サービス
現在週２回短時間利用の方はＡ型に該当すると考
え、週１回利用しかできないか。

現在の週２回短時間利用の目的が何かによるが、運動指導
であるならば、通所型基準緩和サービス（Ａ型）に移行し、週１
回利用とします。通所型予防給付相当サービスと通所型基準
緩和サービス（Ａ型）との併用は可能であるため、目的を明確
にしたマネジメントをお願いします。

3月7日

7 ケアマネジメント サービス 通所予防相当とＣ型は併用可能か。

通所型予防給付相当サービスと通所型短期集中予防サービ
ス（Ｃ型個別、集団）Ｃ型は併用はできません。
通所型予防給付相当サービスと通所型基準緩和サービス（Ａ
型）との併用は可能です。

3月7日

8 ケアマネジメント サービス 通所Ｃ型は、続けて２クール利用ができるのか。

通所型短期集中予防サービス（Ｃ型個別、集団）については、
続けて２クール利用はできません。１クールを３か月で終了
し、その後、継続的な運動指導が必要な場合は、通所型基準
緩和サービス（Ａ型）を利用することを想定しています。この場
合は、Ｃ型での指導プログラムの継続性を重視します。また、
一定の改善が見られた場合は、自主トレーニングや介護予防
いきいき講座等の一般介護予防事業への移行を図ります。

3月7日

9 ケアマネジメント
ケアプラン様
式

ケアプラン様式は、要支援と微妙な様式の違いが
あるが訂正すべきか。

事業対象者のケアプラン様式は、国が示す標準様式としてい
るが、システム改修等対応が困難な場合は、事業対象者であ
る旨がわかるように加筆等してください。

3月7日

10 ケアマネジメント チェックリスト 要支援の人もチェックリストは、30項目か。 要支援の人は、従来通りの基本チェックリスト25項目です。 3月7日


